
随意契約結果一覧表 （令和６年４月～令和６年９月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ０９３－５８２－２２３６

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和６年度市政だより運送
業務 株式会社東洋軽貨物運送

10,874,160 令和6年4月1日

　市政だよりは、市民に最も市政情報が得られている広報媒
体で、迅速に市民に届けなければならないため、この運送
は、配布日に限られた時間で多数の場所に、遅滞なく全て完
了する必要がある。
　この業務を履行できる者は、過去の契約実績等により、
（株）東洋軽貨物運送しかないと把握していたが、「北九州
市委託業務への参加者の有無を確認する公募手続きに関する
要綱」に基づき、特定の者（（株）東洋軽貨物運送））以外
に選定できる者の有無を確認する公募を行った結果、応募者
がいなかったため、随意契約を締結しているもの。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

月額906,180円
×12月

９面マルチ液晶ビジョン運
用・保守管理業務

 
北九州高速鉄道株式会社

2,445,300 令和6年4月1日

・当該液晶ビジョンと当該業者が設置している小倉駅３階南
北通路のストリートサイネージの間で同期等をさせた情報発
信や映像演出を一体的に運用する必要があるため。
・当該ビジョンの機器類をモノレール小倉駅構内に設置して
おり、当該業者に本業務を委託すれば立入の際の調整作業や
保安上の懸念がなくなるほか、機器の故障等の緊急事態に際
しても、より迅速な対応が可能となるため。

自治法
施行令
第２号

2,508,000

令和６年度ＣＲＯＳＳ Ｆ
Ｍを媒体とした市政ラジオ
番組制作及び放送業務

株式会社ＣＲＯＳＳ ＦＭ
月額
　1,098,900円

令和6年4月1日

　同局は本社及び放送スタジオを北九州市内に置き、日頃か
ら地域に根ざした番組を制作・放送している。また、福岡県
下に広域放送を行う市内唯一のラジオ局であり、他に本業務
を履行できるラジオ局がないため。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

月額契約
予定総額

13,186,800円

市長公室　広報戦略課
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備 考

市長公室　広報戦略課

令和６年度ＪＲ小倉駅小倉
城口階段における広告掲出
業務

ＪＲ九州エージェンシー株
式会社

3,762,000 令和6年4月1日
　ＪＲ小倉駅小倉城口階段に広告を掲出するには、当該場所
を使用する権利を有するＪＲ九州エージェンシー株式会社以
外では当該業務を履行できないため。

自治法
施行令
第２号

3,762,000

北九州市施策等PR業務委託
株式会社ギラヴァンツ北九
州

6,952,000 令和6年7月14日

　当該業務は、北九州市施策等をPRするCMをミクニワールド
スタジアムの大型ビジョン及びデジタルサイネージで放映
し、北九州市施策等を発信することである。
　当該業務を履行できるのは、当該場所を使用できる権利を
有する株式会社ギラヴァンツ北九州のみであるため。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

令和６年度北九州市公式
LINEデータ移行等業務

株式会社Bot Express 1,650,000 令和6年8月1日
　本業務は既存のシステムから、デジタル市役所推進室が契
約しているLINEシステム「GovTech Express」へのデータ移
行等を行うものであり、契約相手しか履行できないため。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）
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市長公室　広報戦略課

令和６年度　北九州市公式
SNS運用分析・アドバイ
ス・投稿等業務委託

一般社団法人 まちはチー
ムだ

3,448,500 令和6年8月2日

　SNSの現状分析やトレンド、各媒体の仕様等をふまえた、
より効果的な運用提案や、魅力的な投稿画像の作成には、
SNSに関する高度な知識と、専門的な技術を必要とする。
　上記の理由により、当該業務の委託先の選定にあたって
は、本市が仕様を決定するよりも優れた成果が期待できる
「高度な知識プロポーザル方式」を採用した。その結果、最
も優れていた一般社団法人 まちはチームだと特命随意契約
を締結した。

自治法
施行令
第２号

3,480,000

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　


